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令和６年度の人事行政の運営等の状況の公表について 
 

 日向東臼杵広域連合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、以下の事

項を公表します。 

 
令和７年６月４日 

日向東臼杵広域連合長 西村 賢 

 

第１ 人事行政の運営の状況 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 

（１）任免 

広域連合の職員がすべて構成市町村からの派遣職員で構成されているため任免は行っていな

い。 

 

（２）職員数                  （令和６年４月１日現在 単位：人） 

年度＼区分 事務局長 総務係 業務第 1係 業務第 2係 合計 

令和６年度 

（下段：定数条例） 
１ ２ ２ ４ 

９ 

（１１） 

前年度 １ ２ ２ ４ 
９ 

(１１） 

（再任用職員、会計年度任用職員等の非常勤職員は含めない。） 

 

（３）部局別職員数                 （各年度４月１日現在 単位：人） 

区分＼部局別 

職員数 
対前年度 

増減数 
備考 

令和６年度 令和７年度 

事務局職員 ９ ９ ０ 

派遣元 令和５年度 令和６年度 

日向市 

門川町 

諸塚村 

７ 

１ 

１ 

７ 

２ 

０ 

選挙管理委

員会事務局 
２ ２ ０ 兼務（事務局職員） 

公平委員会 

事務局 
２ ２ ０     〃 

監査委員 

事務局 
３ ３ ０ 日向市職員に任命 

議会事務局 ２ ２ ０     〃 
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（４）構成市町村併任者数             （令和６年４月１日現在 単位：人） 

市町村名 人数 内    訳 

日向市 ２９ 

総合政策部長、総務部長、市民環境部長、建設部長、 

会計管理者、出納係長、総合政策課長、広域連携推進係長、 

総務課長、法務係長、財政課長、契約管理係長、財政係長、 

資産経営課長、建築営繕係長、職員課長、給与厚生係長、 

環境政策課長、資源循環係長、市民課長、市民窓口係長、 

建設課長、土木建設係長、建築住宅課長、議会事務局長、議事係長、 

監査委員事務局長、監査委員事務局書記２人 

門川町  ２ 環境水道課長、町民健康課長 

美郷町 １  町民生活課長 

諸塚村 １ 住民生活課長 

椎葉村 １ 税務住民課長 

合 計 ３４  

 

２ 職員の人事評価の状況 

   

 当広域連合では住民サービスの向上を図るため、職員の能力向上と組織力の強化を目的とし、

人事評価を導入している。 

 

（１） 被評価者の範囲 

 構成市町村から派遣される職員 

 

（２） １次評価者及び２次評価者 

被評価者 １次評価者 ２次評価者 

事務局長 副長 連合長 

課長補佐・係長 事務局長 副長 

上記以外の職員 係長 事務局長 

 

（３） 評価期間 

 ４月１日から翌年の３月３１日まで 

 

（４） 評定段階 

 ＳからＤまでの５段階評価 

 

（５） 評価の実施 
 ・会計年度任用職員  

期末面談と同時に評価結果の開示を行う。同時に開示できない場合は、面談後おおむね１週間以内
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に結果を開示する。 

 

・会計年度任用職員以外 
1次評価と 2次評価を経て、開示期間中にシステムで開示する。開示期間については、システムを

通して職員課から通知あり。 

 

３ 職員の給与の状況 

 

（１） 人件費決算額 

事務＼区分 給料 職員手当等 共済費 合計 

総務費 
 

13,426,387 

 

6,867,831 

 

3,849,150 

 

24,143,368 

斎場施設費 
 

1,793,867 

 

704,420 

 

1,118,072 

 

3,616,359 

最終処分場費 
 

3,991,800 

 

2,633,003 

 

2,868,831 

 

9,493,634 

ごみ処理施設費 
  

13,910,700 

 

5,715,142 

 

3,810,335 

 

23,436,177 

合 計 
 

33,122,754 

 

15,920,396 

 

11,646,388 

 

60,689,538 

※職員手当等には児童手当を含めている。 

 ※総務費及び斎場施設費には会計年度任用職員の給料・保険料、ごみ処理施設費には再任用職

員の給料・保険料が含まれており、職員数には当該職員は含んでいない。 

※門川町、諸塚村からの派遣職員の給与及び職員手当等については、斎場施設費及び最終処分

場費から派遣職員給与負担金として、合計 10,698,466円を歳出している。 

 

（２）手当等 

派遣元の給与条例に基づいて支給している。（以下：令和７年３月 31日現在） 

区分 支給要件 支給率等 

期末、勤勉

手当 

６月１日及び 12月１日に

在職する職員 

 

 

 

 

 

 

職制上の段階、職務の級などの加算措置がある。 

支給月／区分 ６月 １２月 

期末(月分) 1.225 1.025 

勤勉(月分) 1.275 1.075 

合計 2.50 2.10 

時間外手当 

正規の勤務時間外に勤務 

することを命じられた 

職員 

勤務時間１時間当たりの給与額に正規の勤務時間

を超えてした勤務の区分ごとに、100 分の 125～

160の割合を乗じる。 

管理職手当 管理等の地位にある職員 
給料に対し上限100分の20を超えない額で市長が

別に定める。 

扶養手当 

扶養親族（配偶者、22歳 

に達する日以後の最初の

３月 31日までの間にある

配偶者 

子 

父母等 

3,000円 

11,500円 

6,500円 
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子・孫・弟妹、60 歳以上

の父母等、心身に著しい障

害のある者）のある職員 

16～22歳の子が 

いる場合の加算額  

 

 

5,000円 

 

区分 支給要件 支給率等 

住居手当 

住 居 を 借 り 受 け 月 額

16,000 円を超える家賃を

払っている職員 

・月額 27,000円以下の場合 

 家賃－16,000円 

・月額 27,000円を超え、61,000円未満の場合 

（家賃－27,000）/2＋11,000 

・月額 61,000円以上の場合 

 28,000円 

通勤手当 

通勤距離が片道２ｋｍ以

上で交通機関を利用し、又

は、交通用具を使用し通勤

している職員 

・交通機関 支給限度額 

 

・交通用具 

使用距離に応じて 

150,000円 

 

2,000 円 ～

31,600円 

 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

（１）勤務時間 

勤務時間、休日、休暇に関しては、日向東臼杵広域連合職員の勤務時間、休暇等に関する条例、

同施行規則のとおりである。（日向市の規定を準用している。）      

 

（２）休暇等 

給与が支給される有給休暇は、事由を問わず毎年付与される年次休暇と、結婚、出産等の特定

の事由に基づいて認められる特別休暇等がある。また、給与が支給されない休暇として介護休暇

等がある。 

 

 

５ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

 

 分限及び懲戒処分いずれも該当はなかった。 

 

 

６ 職員の服務の状況 

 

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のため、常に全力を挙げて職務の遂行に専念しなけれ

ばならないとされている。そのため、職員に対しては、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、

職務上知り得た秘密を守る義務、争議行為及び信用失墜行為の禁止、政治的行為及び営利企業等

の従事の制限等、民間企業の勤労者とは異なり、服務上の様々な制約が課されている。 

服務規律の確保に向けた昨年度の取り組み状況としては、機会を捉えて服務規律の確保の周知

１週間の勤務時間 開始時刻 終了時刻 休憩時間 

38時間 45分 午前 8時 30分 午後 5時 15分 正午から午後 1時 
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徹底を図るとともに、夏季や年末等の節目に綱紀保持の通知を行うなど、職員一人ひとりに対し

十分注意を喚起し、適切な指導に努めている。 

 

 

７ 職員の研修の状況 

 

事務に必要な法令や資格取得等の研修に職員を参加させた。 

区 分 人 数 内 容 

基礎的なもの 4 
・一般職員研修 

・人権研修×3 名 

担当業務に関するもの 16 

・公務災害事務担当者実務研修会 

・次期広域最終処分場整備に係る先進地視察×4 名 

・危険物取扱者保安講習（法定講習） 

・宮崎県災害廃棄物対応力・連携強化事業に係る図上演習×2 名 

・危険物取扱者試験準備講習会 

・有機溶剤作業主任者技能講習 

・一般計量証明事業主任計量者講習 

・ダイオキシン類作業従事者特別教育 

・酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習 

・フルハーネス型墜落制止用器具特別教育 

・火葬場管理者研修 

・廃棄物処理法から学ぶ廃棄物処理の基礎研修（オンライン） 

合 計  20人  

 

８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

 

（１） 福利厚生 

派遣元と同様に取扱うこととなっており（派遣協定第７条）、職員互助会についても派遣元で

加入しているほか、広域連合事務局独自の互助会を設けている。 

 

（２）利益の保護 

公務上・通勤途上の災害に被災した職員に対し地方公務員災害補償法に基づき、療養補償、休

職補償、障害補償などの各種補償を行っている。 

また、安全衛生については、日向市労働安全衛生委員会に委員として参画して情報収集等を

行っている。 

現場との連絡会議や安全点検の巡回等を定期的に行い安全衛生管理体制や作業環境の整備な

どを行っている。  

 

 

９ 職員の退職管理の状況 

 

 退職者が１名いたが、１０月末日を以て派遣解除され、派遣元自治体において退職しているた

め、広域連合としての退職者の該当はなかった。 

 

 

第２ 公平委員会の業務の状況 
（１） 勤務条件に関する措置の要求の状況 なし 
（２） 不利益処分に関する審査請求の状況 なし 


